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就労移行支援事業所
就労継続支援Ａ型事業所　　　　　　管理者　様

就労継続支援Ｂ型事業所
計画相談支援事業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薩摩川内市　保健福祉部　
障害福祉課長　　　　　　

就労系障害福祉サービスにおける在宅利用支援の取扱いについて（通知）

日頃から、本市の障害福祉施策の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、本市では、在宅においてサービスを利用する場合の支援（以下、「在宅就労支援」という。）の実施手順について、下記のとおり取り扱うこととしましたので通知します。
つきましては、令和７年１１月以降の利用について適用しますので、各事業所におかれましては、本通知内容を御了知のうえ、適切なサービスの提供を行うとともに、事務手続に遺漏のないようお願いいたします。

記

１　在宅就労支援の基本的な考え方

　在宅就労支援は、利用者の障害特性等を踏まえ、利用者からの希望があり同意を得た上で、市町村において支援効果が認められる場合に行われるものである。
　そのため、事業所においては、「市町村において支援効果の確認を受けずに在宅就労支援を実施する」「利用者の希望がない状態での一方的に在宅就労支援を行い、利用者への説明や同意が不十分なまま報酬請求を行う」といったことがないよう留意すること。
　また、報酬請求後も、不適切な報酬算定が認められた場合は、返還請求や行政処分の対象となるため、十分に留意すること。

２　在宅就労支援の対象者

　在宅就労支援を希望する者であって、事業所による面談の結果、在宅就労支援による支援効果が認められるものとする。
　※指定権者が本市の指定権者と異なる事業所については、４（１）（２）（３）を実施し、４（４）（５）に係る記録の整備については事業所の指定権者に確認すること。

３　適用日
　令和７年１１月１日から適用する。

４　本市で新規に在宅就労支援を利用する場合のサービス提供事業所における必要な対応
　在宅就労支援を行う場合は、以下の流れに従い、当該利用者の受給者証に在宅就労支援に
関する記載を受けた上で支援を開始すること。
　また、支給決定期間更新時及びサービス提供事業所変更時にも同様に、下記（１）～（３）
を実施すること。

（１）利用者からの申出と面談
　ア　サービス提供事業所は、利用者からの在宅就労支援を希望する申出があった場合に、その希望理由を確認し、在宅就労支援を行うにあたり必要と考えられる利用者自身の自己管理能力を含め必要な事項を確認するという観点から、在宅就労支援を行う妥当性を判断するために面談を行うこと。
　イ　サービス提供事業所は、アで実施した面談の結果から在宅就労支援を行うことが適切かつ効果的であると判断した場合は、「就労移行・就労継続支援事業の在宅就労支援における確認シート（様式１）」に確認事項を記載の上、障害福祉課に提出すること。
　　　なお、利用者が相談支援事業所と既に契約している場合は、相談支援事業所と情報共有を行うこと。

（２）利用者の同意
　ア　サービス提供事業所は、具体的な支援効果及び支援内容を利用者に提示し、その支援を受けることについて利用者から同意を得ること。
　イ　個別支援計画（原案）に、在宅就労支援による支援目標や具体的な支援内容等を明記すること。

（３）障害福祉課への事前申請と承認
　ア　上記（１）及び（２）の後、障害福祉課へ申請すること。
　　※必要に応じて医師の診断書等の提出を求める場合があります。
　イ　障害福祉課において在宅就労支援の効果が認められると判断された場合、市の認定
調査員による意向調査や、計画相談支援専門員が作成する利用計画案の作成を経た上
で、在宅就労支援を受けることが可能である旨の記載のある受給者証の交付を受け、在
宅におけるサービスを開始すること。
　ウ　障害福祉課において在宅就労支援の支援効果が認められないと判断された場合、当
該利用者への在宅就労支援は認められない。
（４）支援の提供と記録
　ア　在宅就労支援を提供する利用者について「在宅就労支援対象者リスト（参考様式１）」を作成すること。
　　　なお、参考様式１と同様の内容が記載されたものであれば、事業所独自の様式により作成することも可能とする。
　イ　支援提供日ごとに、「在宅就労支援記録（参考様式２）」を作成すること。また、同様式に、１週間に１回以上は行う事業所による評価についても記載すること。
　　　なお、参考様式２と同様の内容が記載されたものであれば、事業所独自の様式により作成することも可能とする。
　ウ　実績記録票については、通常の通所による支援と同様、在宅就労支援時間等を記入するが、電話等で確認した支援時間等に誤りがないかを必ず対面時に双方で確認し、利用者が利用者確認欄に署名又は押印すること。
　　　また、備考欄には「在宅利用」と記載すること。

（５）利用者との支援内容等の確認
　１か月に１回以上、「在宅就労支援達成度評価シート（参考様式３）」により、１か月の
取組の達成度の評価と振り返りを行うこと。
　　なお、参考様式３と同様の内容が記載されたものであれば、事業所独自の様式により評価シートを作成することも可能とする。
　　また、支援を行った月ごとに「在宅就労支援実施一覧表（参考様式４）」等により対象
者を一覧にまとめて記録を保管し、実績に基づく請求を行うこと。

５　在宅就労支援における報酬算定の要件
　上記２の対象者の要件を満たす者であって、下記（１）から（７）の全ての要件を満た
す場合に、報酬を算定することができるものとする。
（１）あらかじめ、運営規程に在宅就労支援を実施することを規定していること。
（２）在宅就労支援を受けることができる環境が整えられた上で、通常の通所による作業
と同程度で、在宅での作業が適当と認められる作業内容と、効果的な支援手法が確保さ
れていること。
　（３）１日に２回以上、対面、電話・パソコン等のＩＣＴ機器による連絡及び必要な支援を行うこと。そのうち、作業開始時における開始時間と作業内容の確認、作業終了時における終了時間と成果内容の確認は必ず行うこと。
　（４）１週間に１回以上、事業所職員による自宅への訪問又は利用者の通所により評価等を行い、その経過を記録として残すこと。なお、代替手段として、電話やパソコン等のＩＣＴ機器による評価も可能とするが、障害特性により困難な場合以外は、メール等の文面のみでのやりとりは不可とする。
　（５）１か月に１回以上、原則として、利用者の通所による上記４（５）に示す達成度の評価を行うこと。なお、代替手段として、事業所職員による自宅訪問での評価も可能とする。
　（６）事業所において、通常の通所による利用者への支援を行う人員体制を配置し、在宅就労を行う利用者が作業等を行うにあたり随時連絡がとれる体制を整備し、かつ、緊急時の対応が必要となった場合も、訪問等による対応が可能な人員体制を確保していること。
　（７）上記以外については、国の留意事項通知（参考１）における「在宅において利用する場合の支援について」の内容を確認し、その取扱いを遵守すること。

６　留意事項
　（１）在宅就労支援と通所を組み合わせて利用する場合には、その日の利用者の体調や事業所の都合等により自由に変更するものではなく、事前に個別支援計画に位置付け、計画的に組み合わせて利用すること。
　（２）在宅就労支援については、報酬算定上、通常の通所による支援と考え方は同じであり、在宅就労支援時に別の障害福祉サービスを同時に受けることはできない。

７　添付資料
　（１）【参考１】「就労移行・就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」（令和６年３月２９日付障障発第０３２９第７号最終改正、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）
　（２）【様式１】就労移行・就労継続支援事業の在宅就労支援における確認シート
　（３）【参考様式１】在宅就労支援対象者リスト
　（４）【参考様式２】在宅就労支援記録
　（５）【参考様式３】在宅就労支援達成度評価シート
　（６）【参考様式４】在宅就労支援実施一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先
　　　　　　　　　　　　　　　薩摩川内市　障害福祉課　給付グループ　
　　　　　　　　　　　　　　　　担当　（総括）杉野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（身体）上原
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（知的）山口（布）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（精神）永田
　　　　　　　　　　　　　　　　直通電話　0996-22-8115
　(アナウンスの後　2162,2181)
　　　　　Mail　kyufu@city.satsumasendai.lg.jp

